
食品リサイクル法制度の仕組み食品リサイクル法制度の仕組み

「食品循環資源の再生利用等」の定義

①食品廃棄物等の発生の抑制

②食品循環資源の再生利用
（法第２条第５項）肥料・飼料
（法施行令第２条）
炭化燃料・還元剤、油脂・油脂
製品、エタノール、メタン

③食品循環資源の熱回収
（法第２条第６項）
→省令で基準を策定

④食品廃棄物等の減量
（法第２条第７項）
→省令で手法を特定

うち食品廃棄物等の前年度の発生量100ｔ以上の者
（ＦＣ事業の場合、本部＋加盟者≧100t）
→法施行令第４条において発生量の要件を策定

食品関連事業者
（法第２条第４項）
食品の製造、卸売、小売、外食
（法施行令第１条）
沿海旅客海運業、内陸水運業
結婚式場業、旅館業

指導・助言
（法第８条）
←判断基準を勘案

勧告・命令等
（法第10条）
←判断基準に照らし
て著しく不十分

定期報告（法第９条）
→省令で報告事項、様式、
対象となるFC事業者の
要件を策定

＜取組担保措置＞

＜取組円滑化措置＞

食品関連事業者

食品循環資源

登録再生利用事業者

再生利用事業者の登録制度
（法第11条）
→省令で登録要件の詳細、必要書
類等を策定

再生利用事業
者

農林漁業者等

食品循環資源

特定肥飼料等

特定農畜水産物等

食品関連事業者

（収集運搬業者）

※登録を受けた事業者に対し、一般廃棄
物の収集運搬における卸し地の許可不要
など特例を用意

※認定を受けた計画の範囲内において、一般廃棄物の収
集運搬の許可を不要とするなど特例を用意

再生利用事業計画の認定制度
（法第19条）
→省令で認定要件の詳細、必要書類等を策定

報告徴収・
立入検査
（法第24条）

基本方針の策定（法第３条）
→審議会の意見を聴取して策定

・食品循環資源の再生利用等を実施すべき量
に関する目標 等
（我が国全体の中期的目標を業種別に策定）

食品関連事業者の判断の基準となるべき
事項の策定（法第７条）
→審議会の意見を聴取して策定

・基本方針の目標を達成するために取り組むべ
き措置等
（①食品関連事業者ごとの再生利用等の実施率
目標、②発生抑制目標）


